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　３　計画の期間

　本計画の期間は、平成１８年度から平成２７年度までの１０年間とします。

１　位置と地勢

　新市は神奈川県の北部に位置し、都心か
ら西に向かって概ね３０～６０ｋｍに位置して
おり、相模原地域（合併前の相模原市）と
城山町を挟んで津久井・相模湖地域（合併
前の津久井町、相模湖町）からなります。
市域の北部は東京都、西部は山梨県と接し
ており、面積は２４４．０３ｋ㎡となります。

２　人口・世帯

　（１）人口動向

　（２）世帯数の推移

　（３）年齢別人口構成
　
　
　

　１　合併の背景と必要性

　（１）総合的・効果的な施策の展開
　地方分権の時代を迎え、国や県が市や町の仕事の細部にわたって指示する時代は終
わりました。質の高い行政サービスを提供するため、市や町はそれぞれの地域の課題
に対して、自らの考えと力で解決しなければならなくなっています。
　中核市である相模原市は、保健所業務や社会福祉施設の設置許可など、政令指定都
市に次ぐ権限をもって、事務事業を総合的かつ効率的に行っています。
　津久井町及び相模湖町においては、相模原市との合併により、これまで県が行って
いた業務のうち中核市業務は、新市が直接行うことになりますので、総合的に施策を
展開することができます。このように、基礎自治体として権限と責任を持って行政を
進めていくことが、地方分権の時代に相応しい自立都市の構築につながります。
　また、合併により基礎自治体としての規模が大きくなることから、地域住民が主体
となって地域の課題を解決する、いわゆる都市内分権がさらに求められます。この合
併を契機として、個性あるまちづくりを実現する都市内分権が促進され、住民自治の
充実が期待されます。

　（２）効率的な行財政運営の推進
　津久井町及び相模湖町では、生産年齢人口がすでに減少傾向となっており、相模原
市においてもほぼ横ばいの傾向を示しています。また、神奈川県では２００９年をピーク
に人口が減少に転じると推計するなど、急激な速さで少子高齢化が進んでいます。
　このため、税金などを負担する住民が減る一方で、保健・医療・福祉などのサービ
スを必要とする人が増えるので、市や町にとっては、将来の財政運営に深刻な影響を
与えると考えられます。
　一方、国の財政状況の悪化は、地方にも大きな影響を及ぼしており、１市２町でも
普通交付税は減額される傾向にあるなど、一層の行政改革が必要です。
　合併によりスケールメリットを生み出し、人件費の削減をはじめとした、行政運営
の効率化がさらに求められています。

　（３）生活圏の拡大と広域連携
　自動車の普及や道路網、鉄道網の整備による交通手段の発達、インターネットや携
帯電話の普及による情報通信手段の発達、経済活動の活発化などに伴い、通勤・通学
や買い物、医療など住民の日常生活の行動範囲は現在の市町村や都道府県の区域を越
えてますます広がっています。
　相模原市、津久井町及び相模湖町では、津久井広域道路の整備促進に取り組むとと
もに、図書館（室）の相互利用、広報紙の相互掲載、消費生活相談センターにおける
広域的な相談業務を行うほか、津久井郡の一般ごみの一部について、相模原市で焼却
するなどの広域連携を行っています。しかしながら、より効率的な行政を行うため、
合併を検討する必要が生じています。

　２　計画策定の方針

　（１）計画の趣旨
　新市建設計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に基づく法定計画
（市町村建設計画）として合併協議会が策定するものであり、相模原市、津久井町及
び相模湖町の１市２町が合併した後の新市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進す
るための基本方針を定め、これに基づいた新市建設のための根幹となる事業を推進す
ることにより、新市の一体化と均衡ある発展に寄与するとともに、市民福祉の一層の
向上を図るため策定します。

　（２）計画の構成
　本計画は、新市建設の基本方針、具体的な施策、財政計画などを中心として構成します。

　（３）相模原・津久井地域合併協議会「まちづくりの将来ビジョン」の反映
　相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町では任意の相模原・津久井地域合併協議
会を組織し、１市３町が合併した場合のまちづくりの方向性を示す「まちづくりの将
来ビジョン」を策定しました。この「まちづくりの将来ビジョン」は、公募により選
出された１市３町の住民と学識経験者により検討され、パブリック・コメントやアン
ケート調査などを行い、広く住民の皆様のご意見を聴取し、反映した上で策定された
ものです。
　本計画は、この「まちづくりの将来ビジョン」の考え方を参考とし策定することと
します。

新市まちづくり計画（案）　＝概 要＝

■　将来人口の推計：単位（人）
平成２７年（２０１５年）平成２２年（２０１０年）平成１６年（２００４年）区　　分

６８５，６２５６７８，０３０６６０，３６６総　人　口

 ８７，８９４（１２．８％） ９２，６６８（１３．７％） ９７，７１９（１４．３％）年 少 人 口（０～１４歳）年
齢
階
層
別

４４３，０６４（６４．６％）４５９，９９０（６７．８％）４９３，８６１（７２．２％）生産年齢人口（１５～６４歳）

１６０，７８４（２２．６％）１２５，３７２（１８．５％） ９１，９８７（１３．５％）老 年 人 口（６５歳以上）

（注）平成１６年の人口は旧市町の人口合計（１月１日現在）平成２２年、２７年はコーホート要因法により推計。
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■人口の推移

０� ５ｋｍ� ２０ｋｍ�

Ｎ�

東京都東京都� 東京都東京都�

神奈川県神奈川県�

八王子市八王子市� 日野市野市�

多摩市多摩市�

町田市町田市�

津久井津久井・�
相模湖地域相模湖地域�

相模原相模原�
地域地域�愛川町愛川町�

厚木市厚木市�

清川村清川村�

山北町山北町�

座間市座間市�

川崎市川崎市�

横浜市横浜市�

稲
城
市

稲
城
市�

大
和
市

大
和
市�

綾
瀬
市

綾
瀬
市�

海
老
名
市

海
老
名
市�

藤
野
町

藤
野
町� 城

山
町

城
山
町�

東京都� 東京�

神奈川県�

山梨県�

八王子市� 日野市�

多摩市�

町田市�

津久井・�
相模湖地域�

相模原�
地域�愛川町�

厚木市�

清川村�

山北町�

座間市�

川崎市�

横浜市�

稲
城
市�

大
和
市�

綾
瀬
市�

海
老
名
市�

藤
野
町� 城

山
町�

１０ｋｍ圏�

２０ｋｍ圏�

３０ｋｍ圏�

４０ｋｍ圏�

５０ｋｍ圏�

１０ｋｍ圏�

２０ｋｍ圏�

３０ｋｍ圏�

４０ｋｍ圏�

５０ｋｍ圏�

■新市の位置

平成１２年　年齢別人口割合平成１２年　年齢別人口（人）
６５歳以上１５～６４歳０～１４歳６５歳以上１５～６４歳０～１４歳
１１．３％７３．９％１４．８％７３，０７４４７７，９７８９５，７１３

国 勢 調 査 人 口
区　分

平成１２年平成７年平成２年昭和６０年昭和５５年
６４６，８０２６１２，３０８５７０，１７２５１７，０８３４６９，０５３人　口
５．６％７．４％１０．３％１０．２％－伸び率

国 勢 調 査 世 帯 （ 世 帯 ）
区　分

平成１２年平成７年平成２年昭和６０年昭和５５年
２５０，６００２２５，０４８１９８，５７２１６５，５８８１３９，９０６世帯数
１１．４％１３．３％１９．９％１８．４％－伸び率

　２月１７日（木）午後４時から、相模原市のけやき会館において、第１回相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会が開催され、
相模原市、津久井町、相模湖町の１市２町による協議がスタートしました。
　この協議会で提案された新しいまちづくりのための「新市まちづくり計画」の案について、住民の皆様のご意見を募集します。
　この計画は、新市のまちづくりを効果的かつ総合的に推進するための基本方針と、それに基づく事業や財政計画について定める
もので、今後合併協議会での協議により決定されるものです。
　計画案の配布場所や意見の提出方法等については、４面をご覧下さい。

Ⅱ　新市の概況

Ⅰ　序　論

Ⅲ　将来人口の見通し


